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（６月）

教育振興基
本計画閣議
決定
（７月）

改正学校
教育法等
の施行
（４月）

教育基
本法の
改正
（12月）

平成17年４月 平成18年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成22年 平成23年 平成24年

資料：内閣府

障害者総合
支援法の成
立（６月）

障害者
虐待防
止法の
施行
（10月）

機関、道路、建築物のみならず、都市公園、
路外駐車場を含め、障害のある人等が日常生
活等において利用する施設や経路を一体的に
とらえた総合的なバリアフリー化の推進等が
図られることとなった。（第５章に記載。）

エ 学校教育法等一部改正等
教育・育成の分野においては、障害のある
幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズに柔
軟に対応し、適切な指導及び支援を行うた
め、従来の盲・聾・養護学校の制度を特別支
援学校の制度に転換すること等を内容とする
「学校教育法等の一部を改正する法律」が平
成１８年６月に成立し、１９年４月から施行され
た。
また、平成１８年１２月には、「教育基本法」
が全面的に改正され、同月から施行され障害
のある幼児児童生徒についても、その障害の
状態に応じ十分な教育を受けられるよう、必
要な支援を国及び地方公共団体が講じなけれ
ばならない旨が、「教育の機会均等」に関す
る規定に新たに明記された。
さらに、この改正教育基本法の理念の実現

に向け、今後おおむね１０年先を見通した教育
の目指すべき姿と、平成２０年度から２４年度ま
での５年間に政府が総合的かつ計画的に取り
組むべき施策について示した「教育振興基本
計画」が２０年７月に閣議決定された。

オ 「障害者雇用促進法」
雇用・就業の分野においては、障害のある
人の社会参加に伴いその就業に対するニーズ
が高まっており、障害のある人の就業機会の
拡大による職業的自立を図ることが必要なこ
とから、中小企業における障害者雇用の一層
の促進、短時間労働に対応した雇用率制度の
見直し等を内容とする「障害者の雇用の促進
等に関する法律の一部を改正する法律」が平
成２０年１２月に成立し、２１年４月から順次施行
されている。（直近の改正案については、５１
ページ参照。）

■図表２―２ 障害者施策にかかわる主な関連法令の動向
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（６）障害者権利条約の国連総会採択

国連においては、障害者の権利及び尊厳を
保護し、及び促進するための包括的かつ総合
的な国際条約である「障害者権利条約」が、
平成１４年７月以降、８回にわたる交渉による
条約案の検討を経て、１８年１２月、第６１回国連
総会本会議において採択され、１９年３月３０日
に署名のために開放され、我が国は、同年９
月、この条約に署名した。条約は２０年５月に
発効した。我が国は現在、国内法等を整備し
ながら早期締結を目指しているところであ
る。


